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2026年以降に策定されるＳＤＧｓ未来都市計画の期間について（案） 2 

 3 

令和●年●月●日 4 

自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会 5 

 6 

第６１回自治体ＳＤＧｓ推進評価・調査検討会（令和４年１２月５日オンライン開催）に7 

おいて、第２期以降のＳＤＧｓ未来都市計画の策定については、各ＳＤＧｓ未来都市の判断に8 

委ねることとし、３年ごとに次期計画の策定を行ってきたところ。 9 

2030年を目標に見据え次期計画策定するにあたり、計画期間の調整が必要となる都市が発10 

生する。 11 

このことから2026年以降に策定されるＳＤＧｓ未来都市計画については、原則2030年まで12 

を計画期間とし次期計画を策定するものとする。 13 

 14 

１.ＳＤＧｓ未来都市計画期間について 15 

 16 

例：2023年度策定のＡ市の第１期ＳＤＧｓ未来都市計画は2025年に計画期間が満了する。 17 

➡計画期間を従来の３年間として策定した場合、第２期計画が2026年～2028年、３期計画が18 

2029年～2030年となってしまうことから、第２期計画期間を2026年～2030年までの５年間と19 

し策定するもの。 20 

 21 

２. 次期計画策定に係るスケジュール（予定） 22 

令和７年５月２２日 第１０１回検討会 次期計画期間等の審議 23 

      ６月上旬 都市への意向調査 24 

        ７月 都市への策定依頼 25 

       １０月 第１０３回、１０４回検討会（予定）による進捗評価 26 

⇒意見を都市へフィードバック 27 

１０月～１２月 都市による次期計画（素案）の作成期間 28 

       １２月 都市からの素案提出 29 

        １月 素案に対する委員・タスクフォースからの意見を都市へフィードバック 30 

        ３月 次期計画策定・公表 31 
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資料４ 


